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第２ 章 各国の事例 

 

第２ 節 フ ラ ンス共和国（ Fr ench Republ i c）  

 

 
 

■ 基礎データ 1（ 2019 年）  

 

面積     54 万 4, 000 ㎢ 

総人口    67, 063, 703 人（ I NSEE 2020a）  

首都     パリ  

言語     フ ラ ンス語 

宗教     カ ト リ ッ ク 、 イ スラ ム教、 プロテスタ ント 、 ユダヤ教 

労働力率   55. 1％（ I LO 2020a）  

失業率    8. 5％（ I MF 2020）  

Ｇ Ｄ Ｐ         27, 200 億ド ル（ I MF 2020）  

１ 人当たり 名目Ｇ Ｄ Ｐ  41, 900 ド ル（ I MF 2020）  

実質Ｇ Ｄ Ｐ 成長率   1. 5％（ I MF 2020）  

 

■ はじ めに 

 

世界経済フ ォ ーラ ムが発表し た「 Gl obal  Gender  Gap Repor t  2021」 によると 、 フ ラ ンス

の2021年の各国における男女格差を測るジェ ンダー・ ギャ ッ プ指数（ Gender  Gap I ndex：

GGI ） の順位は156か国中第16位である。 国立統計経済研究所（ I NSEE） によると 、 2018年の

合計特殊出生率は女性１ 人あたり 1. 87人（ I NSEE 2019） で、 ４ 年間減少し ているも のの、 依

然と し てＥ Ｕ において高い出生率を 誇っ ている（ 日本2019年： 1. 36（ 厚生労働省 2020））。

加えて、女性の労働力率も 高く 、子ども を産んでも 女性が仕事を 続けるのが当たり 前である

と いう 意識が根付いている。 こ れら の背景には、 仕事と 子育ての両立支援のため、 社会保障

給付と し て各種の子育て支援給付のみなら ず、育児休業制度の創設と 拡充、保育所や保育マ

マなどの育児支援の整備、 父親への家庭責任の分担を 促進するこ と 、 労働時間の短縮、 復職

における 同職位・ 同賃金での復職義務化などを 行っ てきたこ と がある（ 水野 2019）。  

                                                   
1 「 面積・ 首都・ 言語・ 宗教」 は、 外務省， 2021, 「 フ ラ ンス共和国（ French Republ i c） 基礎データ 」， 外務省ホームペ

ージ，（ 2021 年８ 月３ 日取得， ht tps: //www. mof a. go. j p/mof aj /ar ea/f r ance/data. html ） を参考に記載。  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/france/data.html
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一方で日本では、 ５ 割近い女性が出産・ 育児により 退職し（ 是川 2017）、 キャ リ アを中断

せざるを えなく なっ ている。  

本節では、出生率が高く 、家庭と 仕事の両立がし やすいと さ れているフ ラ ンスを 取り 上げ、

充実し た子育て支援や人々の意識がいかに形成さ れてき たのかの概観を 示し ながら 、 女性

がキャ リ アを 中断せずに働き 続ける ための各種制度やキャ リ アアッ プのための取組につい

て紹介する。  

 

■ 節の構成 

 

フ ラ ンスの女性―日本と の比較の視点から  

１  国や自治体の諸制度 

（ １ ） キャ リ アを 中断せず働き 続けるための取組 

ア 男女共同参画社会に向けた取組の歴史的変遷 

イ  現行育児休業制度概要 

（ ア） 出産休暇制度 

（ イ ） 育児休暇制度 

（ ウ） 父親休暇 

（ エ） 看護休暇制度 

ウ 両立・ 子育て支援関連施策 

（ ア） 保育支援 

（ イ ） 家族を 対象と する諸手当 

ａ  乳幼児受入手当 

ｂ   多子出産支援 

ｃ  新学年手当 

ｄ  住宅手当 

（ ウ） 家庭内雇用支援 

エ 不妊治療への支援 

オ 週 35 時間労働制 

カ  職場における男女平等に関する制度 

（ ２ ） キャ リ アアッ プするための取組 

ア フ ラ ンスにおけるキャ リ ア形成 

イ  職業教育訓練  

ウ 女性管理職・ 女性役員の割合 
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２  企業等の取組 

（ １ ） ロ レアル（ L' ORÉAL） の事例   

（ ２ ） オラ ンジュ （ Or ange） の事例   

（ ３ ） Ｓ Ｎ Ｃ Ｆ の事例 

 

■ フ ラ ンスの女性―日本と の比較の視点から  

 

2019 年のフ ラ ンスの女性の年齢階級別労働力率は、図２ －１ に見ら れるよう に「 台形型」

を 描いている。 日本のＭ字カ ーブの底にあたる 35～39 歳の値は、 フ ラ ンスでは 83. 6％であ

り 、 育児期の女性が多く 働いているこ と が分かる。 し かし 、 フ ラ ンスでも かつては女性が子

育てで仕事を 辞め、 労働力率はＭ字型だっ た。 60 年代初めには働いている女性の方が少な

かっ たが、70 年代に逆転し 、80 年までにＭ字カ ーブの底がほと んどなく なっ た（ 牧 2008）。

こ のよう な女性の労働力率の上昇要因について、 日本において今までに多く の分析がなさ

れている。 例えば、 男女の均等な機会と 待遇あるいは出産・ 育児支援など、 フ ラ ンスでは日

本と 比べて女性が働き やすい労働環境が整っ ているこ と 、 家族政策（ 家族給付制度・ 税制）

によっ て出産・ 育児期においても 就業を中断し ない女性が増加し たこ と 、高学歴女性の継続

就業が増加し たこ と 、 そし て、 パート タ イ ム労働者が増加し たこ と などが報告さ れている

（ 井上 2014）。  

  

図２ －１  性別・ 年齢階級別労働力率（ 2019）  

 

 

（ 出典） I LOSTAT Dat abace に基づき かなテラ スが作成。  
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パート タ イ ム労働については、図２ －２ のと おり 、2019年の15歳以上の雇用に占めるパー

ト タ イ ム労働者の割合は、 女性が28. 4％、 男性が8. 3％と なっ ており 、 女性のほう がパート

タ イ ム労働で働く 割合が高い。 ただし 、 フ ラ ン スのパート タ イ ム労働には正規雇用である

「 期間の定めのない労働契約」 のパート タ イ ム労働（ 部分休暇の育児休暇を 取得する親など）

と 非正規雇用の「 期間の定めのある 労働契約」 のパート タ イ ム労働の２ 種類ある （ 細川 

2016）。 こ こ でいう パート タ イ ム労働は、 法定時間より も 短い労働時間で働く こ と を いう た

め、 正規雇用のパート タ イ ムと 非正規雇用のパート タ イ ムの両方を 含んで いる （ I NSEE 

2020b）。  

 

 

図２ －２  雇用に占めるパート タ イ ム労働者の割合の推移（ 1982～2019 年）  

 

 

 （ 範囲） Mayot t e（ フ ラ ンスの島） を除く フ ラ ンス、 世帯人口、 15 歳以上の就業者 

（ 出典） I NSEE「 Empl oi ,  chômage,  r evenus du t r avai l  Édi t i on 2020」 に基づき かなテラ スが作成。  
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図２ －３ に示す男女間の賃金格差2は、 フ ルタ イ ムの従業員の格差を 示し ている。 2018 年

時点では、 フ ラ ンスの男女における賃金格差は 11. 8％と 、 Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ 平均を下回り 、 日本を

11. 7 ポイ ント も 下回っ ている。  

 

図２ －３  男女における賃金格差（ 2018）  

 

 

（ 出典） OECD Dat a「 Gender  wage gap」 に基づきかなテラ スが作成。  

 

一方で、 子ども がいないケースと 子ども がいる ケースで男女間の賃金格差を それぞれ比

べると 、子ども がいない男女は平均約７ ％であるのに対し て、子ども がいる 男女の賃金格差

は平均約 23％と なっ ており 、 特に年齢が上がるにつれて子ども がいる男女（「 父親」 と 「 母

親」） の賃金格差が非常に大き く なっ ていく 。 こ れは、 子ども を ２ 人以上出産し た後にフ ル

タ イ ムから 転換し てパート タ イ ムで働く 母親が増える ほか、 父親がキャ リ アアッ プのため

の転職を し ている 時期に母親には転職する 傾向があまり 見ら れず、 賃金の低い会社に勤め

続けるこ と などが要因と なっ ていると 考えら れる（ Coudi n et  al .  2019）。  

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 男女の中位所得の差を男性中位所得で除し た数値。  
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表２ －４ によると 、 2019 年のフ ラ ンスの就業者における平均年間総実労働時間は 1, 505

時間、 被雇用者は 1, 418 時間と なっ ている。 対し て、 日本は就業者 1, 644 時間、 被雇用者

1, 669 時間であり 、 その差は 139 時間、 251 時間と 大きい。  

表２ －５ に示すと おり 、 2019 年のフ ラ ンスの長時間労働者の割合は、 男女計 10. 1％、 男

性 13. 8％、 女性 6. 2％と なっ ている。 日本と 比較すると 、 特に男性において差が大き く 、 日

本はフ ラ ンスの２ 倍近く 長時間労働者が多い。  

フ ラ ンスでは、 1936 年には２ 週間の有給休暇と 週 40 時間労働制が実現し 、 その後、 有給

休暇は順次期間が増やさ れた。 1982 年に有給休暇は５ 週に増え、 労働時間は 39 時間になっ

た。 2002 年には、 すべての企業で法定労働時間が週 35 時間に短縮さ れた。 フ ラ ンスでは有

給休暇は全て消化する 労働者の権利である 。 使用者が有給休暇を 与えなければ罰金を 払う

罰則も ある（ 牧 2008）。  

 

表２ －４  １ 人当たり 平均年間総実労働時間の推移（ 2015～2019 年）  

 （ 時間）  

 

注） フ ルタ イ ム労働者、 パート タ イ ム労働者を含む。  

※常用労働者 5 人以上の事業所が対象。  

（ 出典） OECD Dat abase に基づきかなテラ スが作成。  

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019

 日本※ 1,719 1,714 1,709 1,680 1,644

 フ ラ ンス 1,519 1,522 1,505 1,495 1,505

 日本※ 1,734 1,724 1,720 1,706 1,669

 フ ラ ンス 1,422 1,428 1,414 1,406 1,418

就業者

被雇用者



73 

表２ －５  長時間労働者の割合の推移（ 2015～2019 年）  

   （ ％）  

 

注） こ こ でいう 長時間と は、 I LOSTAT Dat abace の労働時間別就業者統計において、 本表掲載国に共通する最長の区分で

ある週 49 時間以上を指す。 原則、 全産業、 就業者（ パート タ イ ムを含む） が対象。  

（ 出典） 総務省統計局「 労働力調査」 及び I LOSTAT Dat abace に基づき かなテラ スが作成。  

  

2015 2016 2017 2018 2019

男女計

 日本 20.8 20.1 20.6 19.0 18.3

 フ ラ ンス 10.1 10.5 10.0 10.1 10.1

男性

 日本 29.5 28.6 29.4 27.3 26.3

 フ ラ ンス 14.0 14.6 13.7 13.9 13.8

女性

 日本 9.5 9.1 9.3 8.5 8.3

 フ ラ ンス 5.8 6.1 6.0 6.0 6.2
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１  国や自治体の諸制度 

 

（ １ ） キャ リ アを 中断せず働き 続けるための取組 

 

ア 男女共同参画社会に向けた取組の歴史的変遷 

フ ラ ンスはおそら く 世界で最も 早く 、 18 世紀末に長期的な出生率低下が始まっ た国の一

つである 。 1900 年代前半には、 民間による家族扶養手当のための補償金庫が形成さ れたほ

か、 政府によっ て家族構成に応じ た所得税制度が作ら れた。 続いて、 1930 年に社会保険法

が成立し 、 1932 年には家族手当が労働法に規定さ れるなど、 家族支援は公的な家族政策へ

と 変化を 遂げる（ 牧 2020）。 フ ラ ンスでは 1960 年代まで「 女性は家庭にいる 方が子ども が

増えやすい」 と いう 考えから 、 専業主婦世帯への給付が設けら れるなど、 家族政策は専業主

婦と 夫と いう 伝統的家族モデルを 推奨し ていた（ 牧 2008）。  

し かし 、 1960 年代後半から 1970 年代は、 女性解放運動などの社会運動が勃興し たこ と 、

発展し つつあっ た第三次産業に女性が参入し たこ と などを 理由に、 女性の労働市場進出が

進んだ。経済的に余裕のある中流層の既婚女性が率先し て働いているこ と から 、経済的理由

のみではなく 、夫から の自立や解放が目的であっ たのではないかと 考えら れる 3（ 牧 2020）。  

こ う し た女性の社会進出を 受けて 1970 年代以降は、 育児・ 保育支援の充実や職場の男女

平等に関する制度が発達し た。 加えて、 1998 年ごろ から 雇用の創出を目的と し て進めら れ

た週 35 時間労働制の導入が、 勤務体系の多様化と 柔軟化を 促し 、 女性が働き 続けら れるよ

う な環境づく り を 後押し し たと 考えら れる。  

育児・ 保育支援に関し ては、 1977 年に第三子から の育児休暇が創設さ れ、 専業主婦手当

は廃止さ れた。 1980 年代後半には、 第三子以降に育児休暇を取る親のための育児手当やナ

ニー4を 雇用する際の社会保険料を 補助する 在宅育児手当が設けら れた（ 牧 2020）。 同時期

には、 保育所の増設と 保育所の不足を 補う ために保育ママなどの在宅保育サービスが広が

っ ていく 。  

職場の男女平等に関し ては、法律を 制定し 、罰則を設けるこ と で強制的に実現を 図っ たこ

と 、 企業と 労働組合と の交渉を利用し たこ と がフ ラ ンスの特徴である。 具体的には、「 男性

と 女性の賃金平等に関する 1972 年 12 月 22 日法」 において男女の同一価値労働同一賃金が

規定さ れる（ 水野 2019） と 、「 1983 年７ 月 13 日法」（ 通称： ルーディ （ Roudy） 法） で、 雇

用・ 訓練及び昇進の面で男女の平等を 促進し た（ Jaussaud・ Amann 2020）。 1998 年の第１ 次

オブリ 法において、 35 時間労働制の導入が企業・ 事業所別協定締結によっ て行われると 、

「 2001 年５ 月９ 日法」（ 通称： ジェ ニッ ソ ン（ Géni sson） 法） では、 使用者に対し 、 毎年、

女性と 男性の間の労働条件について比較し た報告書の作成と 、その報告書に基づいて、男女

                                                   
3 1968 年の女子の労働力率に占める既婚女性の割合は、ブルーカ ラ ー労働者を夫に持つ女性で 28. 9％であるのに対し て、

ホワイ ト カ ラ ー労働者の妻は 43. 6％、 中流管理職の妻で 45. 5％であり 、 その割合は、 82 年にはそれぞれ 57. 3％、

67. 5％、 79. 8％にまで上昇し ている（ 牧 2020）。  
4 子ども の家に来て保育を行う 人。 詳細は、「 ウ 両立・ 子育て支援関連施策（ ア） 保育支援」 で後述。  
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平等を 実現する ための目標や対策について、 使用者から 団体交渉を 行う こ と を 義務付けた

（ 水野 2019）。 そし て、 2006 年には、 男女の職業上の平等に関する団体交渉の明確な指針

を 定め（ 2006 年３ 月 23 日法）（ 内閣府 2015）、 2018 年には、 男女間の平等に関する五つの

指標に基づいて企業の男女間の平等の現状を 点数化し 、 十分な効果を あげていない企業に

対し て罰金を 設けた（ 2018 年９ 月５ 日法）（ Jaussaud・ Amann 2020）。 また、 2008 年には憲

法を 改正し 、 政治分野について規定し ていたパリ テ 5に関する条項が「 選挙による任務及び

職務並びに職業的及び社会的な要職に対する女性及び男性の平等な参画は、 法律によ り 促

進さ れる 」 と 改めら れ、 企業の役員の割合にも 男女ク オータ 制の導入が可能と なっ た（ 内閣

府 2015）。  

こ のよう にフ ラ ン スでは、 1960 年代から 1970 年代の女性の社会進出を き っ かけに、 育

児・ 保育支援を充実さ せ、 同時に職場の男女平等に関する制度を 整備するこ と で、 女性が働

き 続けやすい環境になっ たと 考えら れる。以降、フ ラ ンスの女性の就業継続を 可能にし てい

る制度を 紹介する。  

 

イ  現行育児休業制度概要 

（ ア） 出産休暇制度 

 フ ラ ン スの出産休暇は、 子ども の人数に応じ て日数が異なる。 １ 人目と ２ 人目は総計 16

週である が、 ３ 人目以上になると 、 26 週と 手厚く なる。 取得時期に関し ても 、 自ら の請求

および妊娠に携わる医療関係者の同意を 条件に、 産前休業を 短縮し 、 その分、 産後休業を繰

り 下げる 等、 柔軟性を 持たせるこ と ができ る（ 神尾 2007）。 2006 年には旧労働法を 改正し 、

妊娠によ る 差別を 明確に禁止する と と も に、 出産休暇を 取得し た場合も 同じ 部門の同職位

の同僚の平均と 同じ 昇給が保障さ れると の規定も 加えら れ、 仕事を 続けやすい環境を 整え

ている（ 水野 2019）。 出産休暇中は、 健康保険助成金庫から 手当が支給さ れる。 また、 男性

は３ 日間の出生休暇の取得が義務付けら れており 、 休暇期間中は健康保険助成金庫から 欠

勤保障手当が支給さ れる（ JETRO 2021a）。  

  

                                                   
5 選挙民の構成や意思を限り なく 忠実に反映できるよう な制度が望まし いと の考え方（「 半代表制」 論）。 選挙民の構成を

反映するには、 例えば「 30％」 等の数値目標より も 、 男女同数と するこ と が望まし いこ と から 、 フ ラ ンスでは「 パリ テ

（ 男女同数）」 が実施さ れた。  
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表２ －６  出産休暇 

休業期間 

〈 子ども が２ 人目までの場合〉  

合計 16 週間（ 産前６ 週間、 産後 10 週間）  

〈 子ども が３ 人目以上の場合〉  

合計 26 週間（ 産前８ 週間、 産後 18 週間）  

※双子、 三つ子など多子出産の場合は期間が異なる。  

取得要件 

・ 社会保険の被保険者であるこ と 。  

・ 社会保険の加入期間が 10 か月以上あるこ と 。  

・ 休暇前の３ か月間に 150 時間以上就業し ているこ と 、 あるいは、 休

暇前の６ か月間に法定最低賃金である SMI C（ 時間当たり ） の 1, 015 

倍以上の賃金に基づく 保険料を納付し ているこ と 。  

給付の内容 

休暇前３ か月間の月額賃金と ほぼ同額を 支給6。  

ただし 、 社会保険の年額上限額（ 2021 年€41, 136） の 1/365 の 79％、  

€89. 03 を 日当の上限と する 。  

その他の措置 
６ 週間以上の早産によ る出産で、 母親が出産休暇を 延長する必要があ

る場合、 出産休暇手当は増額さ れる。  

（ 出典） JETRO， 2021a, 「 フ ラ ンスの労務知識 第 10 回 出産（ または養子縁組） 休暇・ 育児休暇」 及び水野圭子， 2019，

「 第１ 章 フ ラ ンス」『 諸外国における女性活躍・ 雇用均等にかかる情報公表等について――フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ

ス、 カ ナダ』 独立行政法人 労働政策研究・ 研修機構， 9-33 を参考に作成。  

 

（ イ ） 育児休暇制度 

フ ラ ンスでは、 子ども の誕生時点で、 勤続１ 年を 超えている場合、 男女問わず、 本人が望

めば育児のための完全休暇、も し く は部分休暇を使用者に申請する こ と ができ る。申請を 受

けた使用者はこ れを 拒否する こ と ができ ない。 適用期間は子ども が３ 歳の誕生日を 迎える

まで、 いつでも 取得を 開始でき るが、 最初の申請は最長１ 年間までで、 ２ 回更新が可能であ

る。 取得にあたり 、 従業員は使用者に育児休暇の開始日、 期間を 通知し なければなら ない。

部分休暇の場合、労働時間で労使双方の合意が得ら れない場合は、使用者の決定に従わなけ

ればなら ない（ JETRO 2021a）。 なお、 育児休暇中は後述する育児分担手当が支給さ れる。  

  

                                                   
6 ３ か月の給与額を 91. 25（ 365 日÷12 か月×３ か月） で割っ た額を一日分と し て支給する。  
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表２ －７  育児休暇 

休業期間 

出産休暇の終了後、 子ども が３ 歳の誕生日を迎えるまで 

（ いつでも 開始可能）  

完全休暇または部分休暇（ 部分休暇の場合は、 週の労働時間が最低 16

時間を超えるこ と ） で取得する。  

取得要件 子ども の誕生時点で、 勤続一年を 超えているこ と 。  

（ 出典） JETRO， 2021a, 「 フ ラ ンスの労務知識 第 10 回 出産（ または養子縁組） 休暇・ 育児休暇」 及び Ser vi ce-Publ i c.

f r , 2021a，“ Congés dans l a f onct i on publ i que，”（ Ret r i eved Sept ember  8, 2021,  ht t ps: //www. ser vi ce-publ i c. f r

/par t i cul i er s/vosdr oi t s/N19978） を参考に作成。  

 

（ ウ） 父親休暇 

父親は、 ３ 日間の出生休暇の他に、 父親休暇と し て、 子の生誕後４ か月以内に連続し て最

長 11 日間（ 多胎出産の場合、 最長 18 日間） の休暇を 取るこ と が認めら れていた（ 経済産業

省 2017）。父親休暇の取得後に復職する場合、以前の職あるいは賃金の等し い同様の職に復

職するこ と ができ ると し ている（ 水野 2012）。  

さ ら に、 2021 年７ 月から は、 11 日間から 14 日延ばし て、 合計で 25 日間の父親休暇を子

の出生後６ か月以内に取得するこ と ができ るよう になっ た。 25 日間のう ち４ 日間は取得が

義務付けら れている（ JETRO 2021a）。  

 

表２ －８  父親休暇 

期間 

母親の出産休暇の際に取得可能な３ 日間の出生休暇と は別に、 父親休

暇を 最長 25 日間（ 多胎出産の場合、 32 日間） 取得可能。  

25 日間（ 32 日間） の休暇のう ち、 最低４ 日間は取得が義務化さ れてい

る（ 出生休暇の３ 日間と 合わせて連続で７ 日間と る）。 義務付けら れて

いる７ 日間以外は、 二つの期間に分けて取るこ と も 可能。  

取得要件 

・ 社会保険の加入期間が 10 か月以上あるこ と 。  

・ 休暇前の３ か月間に 150 時間以上就業し ているこ と 。  

・ 子の出生後６ か月以内に取得するこ と 。  

給付の内容 健康保険助成金庫から 、 欠勤保障手当が支給さ れる。  

（ 出典） JETRO， 2021a, 「 フ ラ ンスの労務知識 第 10 回 出産（ または養子縁組） 休暇・ 育児休暇」 及び Ser vi ce-Publ i c.

f r , 2021a，“ Congés dans l a f onct i on publ i que，”（ Ret r i eved Sept ember  8, 2021,  ht t ps: //www. ser vi ce-publ i c. f r

/par t i cul i er s/vosdr oi t s/N19978） を参考に作成。  

 

  

https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr
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（ エ） 看護休暇制度 

子の看護のための休暇と し ては以下の二つがある。  

 

表２ －９  看護休暇制度（ 子ども の病気等のための休暇）  

期間 

１ 年につき 最長３ 日 

子ども が１ 歳未満の場合又は 16 歳未満の子ども が３ 人以上いる場合は 

１ 年につき 最長５ 日 

取得要件 
扶養する 16 歳未満の子ども が、 診断書で証明さ れる疾病または事故に

より 看護が必要な状況にあるこ と 。  

給付の内容 無給 

（ 出典） 表２ －９ 及び表２ －10 は、 水野圭子， 2018a，「 第２ 章 フ ラ ンス」『 諸外国における育児休業制度等、 仕事と 育

児の両立支援にかかる諸政策――スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 独立行政法人 労働

政策研究・ 研修機構， 37-82 を参考に作成。  

 

表２ －10 親付き 添い休暇 

期間 

最長３ 年間（ デク レ 7で定めた期間）  

１ 年間で最長 310 労働日の間（ 分割はでき ない）  

延長する場合には、 ６ か月ごと に医師の証明書の提出が必要であり 、  

その証明書には付き 添いを 必要と する期間が明記さ れる。  

取得要件 
家族給付の受給要件を 満たす子ども が、疾病、身体障がい、事故による

重傷によっ て付き 添い・ 看護を 必要と するこ と 。  

給付の内容 親付き 添い給付が年間で最長 310 労働日の間支給さ れる。  

 

ウ 両立・ 子育て支援関連施策 

（ ア） 保育支援 

フ ラ ンスでは、 1970 年代に女性の社会進出が急速に進むと 、 まず保育所の定員増が進

めら れた（ 牧 2008）。 し かし 、 石油危機に続く 不況や失業問題、 自治体の財政難と 保育所

整備の負担があり 、保育所の増設は難航し た。 こ れら を解決するために、 母親自身がケア

する か、 設備投資のいら ない保育ママやナニーと いっ た在宅保育サービ スを 増やす方針

がと ら れた。 パリ 市は独自に、 ナニーの利用に対し て補助を行っ ている。 保育ママは主に

幼稚園8入園前の３ 歳までの子ども を対象と し ている が、６ 歳までの保育が可能である（ 牧 

2020）。 現在は、 表２ －11 に示すよう な様々な保育方法の中から 、 親は自分たちの保育方

針や収入、 勤務時間などの条件に合う 保育方法を選ぶのが主流と なっ ている（ 牧 2008）。 

                                                   
7 フ ラ ンスの政令 
8 フ ラ ンスでは、 幼稚園は３ 歳以上の子ども を対象と し た義務教育と し て位置付けら れており 、 授業などは無償で受け

るこ と ができ る。 個人で使用する文具等は原則有償と さ れているが、 文具や教材も 市町村により 無償提供さ れている

こ と が多い。 給食についても 、 希望する家庭に対し て、 市町村により 有料（ 所得等に応じ た料金） で提供さ れている

（ 小島 2015）。幼稚園や小学校では、教育プログラ ムに準じ た授業などを受け、終わっ た後も 多様な学校周辺活動（ 放

課後活動） を有料（ 所得等に応じ た料金、 一部のサービスは無料） で利用でき る（ 小林 2012）。  
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表２ －11 主な保育サービス 

形態 保育サービス 概要 

施
設
保
育 

集団保育所 公立、 アソ シアシオン（ NPO） 立のほか、 企業立がある。 保育時間

は園によるが、 多く が８ 時～18 時か 18 時半まで。 企業立は独自

の高額な料金設定のこ と が多い。  

一時託児所／ 

複合保育施設 

主に公立、 アソ シアシオン立がある。 一時託児所は週に２ ～３ 日

や半日など、 フ ルタ イ ムではない保育施設。 親の就労要件はなく 、

専業主婦も 子ども を 預けら れる。 幼稚園入園に向けて集団生活に

慣ら すために利用さ れるこ と が多い。 保育所が定員の一部を 一時

託児所と し て保育する「 複合保育施設」 が増えている。  

在
宅
保
育 

保育ママ 行政の認定を 受けた人が、 保育ママの自宅で４ 人までの子ども を

保育する制度。 99％が女性。 実際に受け入れる人数は２ ～３ 人が

多い。 親が使用者と し て保育ママと 雇用契約を 結んで保育を 始め

る。 母子保健センタ ー（ PMI ） による保育環境の視察や指導がある

ほか、 認定を 得ると 保育開始前に 60 時間、 開始後に 60 時間の研

修がある。 認定は５ 年間有効。 保育ママを 利用する親は、 使用者

と し ての社会保険料を 全額補助し ても ら えるほか、 収入に応じ た

保育料補助がある。  

ナニー 

（ ヌ リ ス、  

ヌ ヌ 、）  

親がナニーを 雇用し 、 ナニーは子ども の家に来て保育を する。 保

育ママと 違い、 行政による保育の質の指導監督はない。 社会保険

料の半額を 国が負担し 、 保育料の補助も ある。 保育料を 抑える た

め、 二家族で１ 人のナニーを シェ アするこ と が多い。  

折
衷
型 

家庭的保育所 在宅保育と 施設保育の折衷型。 保育ママたちは、 自治体やアソ シ

アシオンが運営する家庭的保育所に雇用さ れる。 普段は保育ママ

宅で受け入れ、 週に１ ～２ 回、 保育ママが子ども を 連れて家庭的

保育所にやっ てく る。 家庭的保育所には、 通常の保育所同様の施

設があり 、 園長や嘱託医師・ カ ウンセラ ーなどの職員がいる。 数

が少なく あまり 知ら れていない。  

※表２ －11 以外にも 数は少ないが子ども の親によっ て運営さ れる親保育所などがある。  

（ 出典） 牧陽子， 2020，『 MI NERVA社会福祉叢書 フ ラ ンスの在宅保育政策――女性の就労と 移民ケア労働者』 ミ ネルヴァ

書房を参考に作成。  
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（ イ ） 家族を 対象と する諸手当 

フ ラ ンスは早い段階から「 家族」 と いう 私的領域に国家が介入するこ と に対し て、 国民の

高い理解があっ た。 保育施設等の整備などは国が対応すべき 公的な問題である と いう 認識

が国民の間で広く 浸透し ており 、 国による家族政策が 1930 年代から 進めら れてきた（ 経済

産業省 2017）。  

フ ラ ンスの家族政策を 支える制度の一つと し て、家族給付制度がある。出産や育児期間中

に発生する様々な費用を家族の状況及び収入に応じ て支援する。具体的には、乳幼児受入手

当（ 出産手当、 基礎手当、 育児分担手当、 保育方法自由選択補足手当の総称）、 家族手当、

家族補足手当など、 20 種類以上の手当がある（ 経済産業省 2017）。 手当を 受給するための

「 扶養」 の考え方は、 実際かつ永続的に経済的に扶養（ 衣食住） し 、 情緒的・ 教育的責任を

自ら 引き 受けているこ と であり 、 親子関係は必要と さ れていない（ 婚内子、 婚外子、 養子、

里子、 き ょ う だい、 甥姪等）。 また、 家族給付の対象と する「 家族」 と は、 法的親子関係に

と ら われない9（ 神尾 2007）。  

 

ａ  乳幼児受入手当 

３ 歳未満の乳幼児を扶養する世帯に対する給付制度は、特に女性の家庭（ 育児） と 仕事の

両立を支援するために、 1980 年代以降、 徐々に制度の拡充が図ら れてき た。 乳幼児受入手

当は、第１ 子より 支給さ れ、出産時及び乳幼児の育児のために就業活動を中断又は低減する

場合の所得支援や保育費用を 補助するも のである。 出産手当、 基礎手当、 育児分担手当、 保

育方法自由選択補足手当の四つの手当から 構成さ れ、 所得及び就業状況に応じ て子ども が

３ 歳になるまでの所得が補償さ れる仕組みと なっ ている 10。なお、2015 年１ 月以降に誕生し

た子ども の保護者に適用さ れる育児分担手当は、父親の育児休暇取得を 促進するため、一方

の親が継続し て受給でき る期間を 定めたこ と が特徴である （ 経済産業省 2017）。  

休暇と 手当の対象期間は以下のと おり である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 フ ラ ンスには、 1999 年に制定さ れた民事連帯契約制度「 PACS（ Pact e Ci vi l  de Sol i dar i t é）」 と いう 事実婚制度があ

る。 契約を締結する場合は必要書類を揃えて公証人に依頼、 または本人たちが市役所にて手続き を行い、 解消し たい

場合はどちら かが申し 立てるこ と で完了し 、 煩雑な条件や手続き がない。 契約を締結するこ と で、 家族手当の受給や

社会保険の適用を受けら れるなどの恩恵がある（ CLAI R Par i s 2020）。  
10 保育方法自由選択補足手当については、 ６ 歳まで対象。  
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表２ －12 出産手当／養子受け入れ手当 

給付要件 

・ 妊娠中に一回以上出生前健康診断が行われるこ と 。  

・ 下記の収入要件を満たし ているこ と （ 2021 年の給付は 2019 年の年収を

基準と する）。  

子ども の人数 カ ッ プルで収入源が一つ カ ッ プルで収入源が二つ

あるいはひと り 親 

１ 人 €32, 455 未満 €42, 892 未満 

２ 人 €38, 946 未満 €49, 383 未満 

３ 人 €46, 735 未満 €57, 172 未満 

 

※４ 人目から は、 一律で１ 人につき €7, 789 が加算さ れる。  

給付の内容 

子ども １ 人につき 、  

€948. 28（ 出産手当）  

€1, 896. 57（ 養子手当）  

※給付が受けら れるのは子ども １ 人につき 一回のみ。  

備考 

養子の場合は、 前述の給付要件に加えて、 児童福祉サービ スや養子縁組を

許可さ れたフ ラ ン スの団体等を 通じ て養子を 家に迎え入れている こ と を

条件に給付を 受けるこ と ができ る。  

（ 出典） 表２ -12～表２ -17 は、 経済産業省， 2017，「 平成 27 年度産業経済研究委託事業 雇用システム改革及び少子化対

策に関する海外調査報告書」、 水野圭子, 2018a，「 第２ 章 フ ラ ンス」『 諸外国における育児休業制度等、 仕事と 育児の

両立支援にかかる諸政策――スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 独立行政法人 労働政策

研究・ 研修機構， 37-82 及び Servi ce-Publ i c. f r  , 2021b，“ Al l ocat i ons dest i nées aux f ami l l es, ”（ Ret r i eved Jul y 

1, 2021, ht t ps： //www. ser vi cepubl i c. f r /par t i cul i er s/vosdr oi t s/N156） を参考に作成。  
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表２ －13 基礎手当 

給付期間 子ども が生まれた翌月の１ 日から 子ども が３ 歳になるまで（ ３ 年間）  

給付要件 

・ ３ 歳未満の子ども を 扶養し ているこ と 。  

・ 下記の収入要件を満たし ているこ と （ 2021 年の給付は 2019 年の年収を

基準と する）。  

カ ッ プルで収入源が一つ 

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  

１ 人 €27, 165 未満 €27, 165～€32, 455 未満 

２ 人 €32, 598 未満 €32, 598～€38, 946 未満 

３ 人 €39, 118 未満 €39, 118～€46, 735 未満 

 

カ ッ プルで収入源が二つあるいはひと り 親 

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  

１ 人 €35, 900 未満 €35, 900～€42, 892 未満 

２ 人 €41, 333 未満 €41, 333～€49, 383 未満 

３ 人 €47, 853 未満 €47, 853～€57, 172 未満 

 

※４ 人目から は、 一律で１ 人につき €7, 789 が上限額に加算さ れる。  

※１ 人当たり 、 賃金や労災保険などを 合わせて年間で€5, 511 以上を 受け

取っ ている場合、 二つの収入があると みなさ れる。  

 

給付の内容 

収入要件１ ： €171. 91（ 月額）  

収入要件２ ： €85. 95（ 月額）  

※多胎児の場合は別途増額さ れる。  

備考 

・ 養子の場合は、 前述の給付要件を満たし 、 養子受け入れ手当の手続き を

し ていれば、 追加の手続き なく 給付を 受けるこ と ができ る。  

養子を 家に迎え入れた翌月の一日から 子ども が 20 歳になるまでのう ち

３ 年間給付さ れる。  

・ 後述する家族補足手当と 併用し て受給するこ と はできない。  
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表２ －14 育児分担手当 

給付期間 

〈 子ども が１ 人の場合〉  

育児休暇取得開始から 子ども が１ 歳の誕生日まで 

（ ひと り 親の場合を除き 、 一方の親が継続し て受給できる 期間は６ か月）  

〈 子ども が２ 人以上の場合〉  

最年少の子が３ 歳になるまで 

（ ひと り 親の場合を除き 、 一方の親が継続し て受給できる 期間は２ 年間）  

※出産休暇の期間に応じ て、 育児分担手当の給付期間は短縮さ れる。  

給付要件 

・ 2015 年１ 月以降に誕生し た子ども を 扶養し ているこ と 。  

・ 育児休暇を 取得し て労働を 中断し ている か、労働時間の短縮を行っ てい

るこ と 。  

・ 過去２ 年間で、 老齢年金保険の保険料を ８ 期以上納めているこ と 。  

※子ども が２ 人の場合は過去４ 年間、子ども が３ 人以上の場合は過去５ 年

間。  

給付の内容 

完全休暇 €398. 80（ 月額）  

50％以下 €257. 80（ 月額）  

50～80％  €148. 71（ 月額）  

備考 

※以下に定める条件を 満たす場合は、育児分担手当を 延長するこ と ができ

る。  

・ 少なく と も ２ 人以上の子ども を 扶養し ているこ と 。  

・ 保育所またはその他の子ども の保育手段が見つから ないこ と 。  

・ 家族補足手当の給付要件の収入上限を下回っ ているこ と 。  

※上記の他に、少なく と も ３ 人以上の子ども を 扶養し ており 、就労を 完全に中断し ている人

を 対象に、 育児休暇を 短縮するこ と で、 育児分担手当を増額するこ と も 可能である（ 通常の

育児分担手当と 増額の育児分担手当のどちら かを 選択する 。）（ 水野 2018b）。  
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表２ －15 保育方法自由選択補足手当 

〇ナニーや保育ママの場合 

給付要件 

・ ６ 歳未満の子ども を 扶養し 、 ナニーや保育ママを 利用し ているこ と 。  

・ 保護者などの家で子ども を 保育し ているこ と 。  

・ 親が働いている こ と 。  

カ ッ プル 

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

１ 人 €21, 277 以下 €21, 278～€47, 283 €47, 283 以上 

２ 人 €24, 297 以下 €24, 298～€53, 995 €53, 995 以上 

３ 人 €27, 317 以下 €27, 318～€60, 707 €60, 707 以上 

４ 人 €30, 337 以下 €30, 338～€67, 419 €67, 419 以上 

 

ひと り 親 

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

１ 人 €29, 788 以下 €29, 789～€66, 196 €66, 196 以上 

２ 人 €34, 016 以下 €34, 017～€75, 593 €75, 593 以上 

３ 人 €38, 244 以下 €38, 245～€84, 990 €84, 990 以上 

４ 人 €42, 472 以下 €42, 473～€94, 387 €94, 387 以上 
 

給付の内容 

収入要件と 子ども の年齢、家族形態によっ てひと 月に受け取るこ と ができ

る上限額が細かく 決めら れている。  

カ ッ プル 

子ども の年齢 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

３ 歳未満 €470. 70 €296. 81 €178. 06 

３ 歳から ６ 歳 €235. 35 €148. 42 €89. 03 

 

ひと り 親 

子ども の年齢 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

３ 歳未満 €611. 90 €385. 85 €231. 48 

３ 歳から ６ 歳 €305. 95 €192. 95 €115. 74 

 

※最低 15％の自己負担がある。  

 

備考 保護者が夜間や休日に働いている場合は上限額が増額さ れる。  
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〇小規模保育所などの場合 

給付要件 

・ ６ 歳未満の子ども を 扶養し 、 一時間当たり €10 を 超えない保育所に子ど

も を 預けているこ と 。  

・ 少なく と も 月に 16 時間以上利用し ているこ と 。  

・ 親が働いている こ と 。  

 

収入要件はナニーや保育ママの場合と 同じ 。  

給付の内容 

収入要件と 子ども の年齢、家族形態によっ てひと 月に受け取るこ と ができ

る上限額が細かく 決めら れている。  

カ ッ プル 

子ども の年齢 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

３ 歳未満 €860. 70 €741. 95 €623. 25 

３ 歳から ６ 歳 €430. 35 €370. 98 €311. 63 

 

ひと り 親 

子ども の年齢 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

３ 歳未満 €1, 118. 91 €964. 54 €810. 22 

３ 歳から ６ 歳 €559. 45 €482. 27 €405. 11 

 

※最低 15％の自己負担がある。  

 

備考 保護者が夜間や休日に働いている場合は上限額が増額さ れる。  
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ｂ  多子出産支援 

フ ラ ンスでは、多子出産を 奨励するため、２ 人以上の子ども を 扶養する世帯に対し て追加

の支援を 行っ ている。 20 歳未満の子ども を ２ 人以上扶養する世帯を 対象に毎月支給さ れる

家族手当と ３ 歳から 21 歳未満の子ども を３ 人以上扶養し 、 一定の所得に満たない世帯を 対

象に毎月支給さ れる家族補足手当がある。  

 

表２ －16 家族手当 

給付要件 

・ 20 歳未満の子ども を少なく と も ２ 人以上扶養し ているこ と 。  

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

２ 人 €69, 933 以下 €69, 934～€93, 212 €93, 212 以上  

３ 人 €75, 760 以下 €75, 761～€99, 039 €99, 039 以上 

４ 人 €81, 587 以下 €81, 588～€104, 866 €104, 866 以上 
 

給付の内容 

収入要件と 子ども の人数によ っ てひと 月に受け取る こ と ができ る 金額が

細かく 決めら れている。  

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  収入要件３  

２ 人 €132. 08 €66. 04 €33. 02 

３ 人 €301. 30 €150. 65 €75. 33 

４ 人 €470. 53 €235. 27 €117. 63 

 

上記の金額に加えて、 14 歳以上の子ども を 扶養し ている世帯には下記の

金額が増額さ れる （ 子ども の人数が２ 人の場合は、 ２ 番目の子ども が 14

歳以上の場合のみ）。  

収入要件１ ： €66. 04 

収入要件２ ： €33. 02 

収入要件３ ： €16. 51 

 

備考 

子ども を ３ 人以上扶養し ている家庭が、 子ども が 20 歳になっ たこ と によ

り 、 ３ 人以上子ども を扶養し ている家族手当の要件から 外れる と 、 給付額

が大幅に減っ てし まう こ と になる。 そこ で、 家庭への影響を 緩やかにする

ため、 引き 続き 20 歳以上の子ども を継続し て扶養し ているこ と 、 €952. 74

より 多い収入を得ていないこ と などを 条件に、 子ども が 21 歳になる前月

まで一定の額を給付する固定手当がある。  
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表２ －17 家族補足手当 

給付要件 

・ ３ 歳以上 21 歳未満の子ども を 、少なく と も ３ 人以上扶養し ている こ と 。 

・ 下記の収入要件を満たし ているこ と （ 2021 年の給付は 2019 年の年収を

基準と する）。  

カ ッ プルで収入源が一つ 

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  

３ 人 €19, 562 以下 €19, 563～€39, 118 

４ 人 €22, 822 以下 €22, 823～€45, 638 

 

カ ッ プルで収入源が二つあるいはひと り 親 

子ども の人数 収入要件１  収入要件２  

３ 人 €23, 930 以下 €23, 931～€47, 853 

４ 人 €27, 189 以下 €27, 190～€54, 373 

 

※５ 人目から は、 一律で１ 人につき €6, 520 が上限額に加算さ れる。  

 

給付の内容 
収入要件１ ： €257. 88（ 月額）  

収入要件２ ： €171. 91（ 月額）  

備考 前述し た基礎手当と 併用し て受給するこ と はでき ない。  

 

ｃ  新学年手当 

 一定の所得以下で、 ６ ～18 歳までの子ども を 扶養する世帯を 対象に、 新学年の学用品購

入費用を 補填する ために新学年開始時に支給さ れる 手当。 子ども の年齢に応じ て給付額が

異なる（ 経済産業省 2017）。  

 

ｄ  住宅手当  

民間の賃貸住宅に住む世帯の住宅費の一部を支援する手当。 40 歳未満で最低５ 年間結婚

し ている カ ッ プルなどの条件を満たすと 、 扶養家族の人数や居住地、 家賃、 世帯所得をも と

に算出さ れた額が支給さ れる （ 経済産業省 2017）。  

 

（ ウ） 家庭内雇用支援 

フ ラ ンスでは中流以上の暮ら し が可能な家庭の場合、家事を 代行する人を雇い、家事負担

の軽減につなげているこ と も ある。家庭が使用者と なるので、申告し 社会保険料を 納める必

要がある が、 サービス利用一般小切手（ CESU） と いう 、 申告すれば支払っ た給与、 社会保険

料などの額の半分が所得税から 減額さ れて戻っ てく る 制度がある ため、 実質半額は国の補

助を も ら える形になる（ 牧 2008）。 掃除や食事の準備などの家事全般やガーデニング、 介
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護、 子ども の学習支援等幅広く 利用でき 、 CESU 関連の諸手続き はオンラ イ ン で簡単に行う

こ と ができ る（ Ur ssaf  2017）。  

 

エ 不妊治療への支援 

フ ラ ンスでは、生命倫理法や公衆衛生法典によ っ て、生殖補助医療を 受けるための要件が

定めら れている（ 野村総合研究所 2021）。 異性カ ッ プルのほか、 2021 年８ 月の法改正により

女性同士のカ ッ プル、 未婚の女性も 対象と なり 、 結婚し ているかどう かや、 性的指向により

差別し ない制度と なっ ている。出産適齢期であるこ と 、生殖補助医療を受けるこ と に同意し

ているこ と などが要件である。こ のよう な一定の条件の下で、43 歳未満の女性であるこ と 、

健康保険基金の事前承認を 受けているこ と の二つの条件を 満たすこ と により 、 社会保険の

適用を受けるこ と ができ る。医療関係者と の複数回の面談後、治療を 開始するこ と ができ 、

人工授精（ １ ～６ 回）、 体外受精（ １ ～４ 回） までの費用が 100％補償さ れる （ Ser vi ce-

Publ i c. f r  2021c）。  

 

オ 週 35 時間労働制 

社会党内閣により 1998 年に法定労働時間を 週 35 時間と する週 35 時間労働法が成立し 、

2002 年には、 すべての企業に 35 時間労働法が適用さ れた。 こ の法律の導入によ り 、 組織に

おける労働時間の短縮と 労働時間の柔軟化が進み、 労働時間の年間管理化（ 週 35 時間が適

用対象外である管理職に対し 、年間勤務日数の契約を 求めた） と 短時間勤務が大き く 促進さ

れた（ 西村 2016）。 勤務時間を 35 時間と するための時短の方法と し ては、「 一定期間内の休

日の増加」（ ２ 週に１ 日を 休暇と する勤務や週１ 日を 半日と する勤務、 １ 週間に１ 日を 休暇

と する勤務） のほか、「 一日の労働時間の短縮」 などがあげら れる。 2001 年５ 月にフ ラ ンス

雇用連帯省が発表し た「 週 35 時間制が生活に与えた影響に関する調査」 結果による と 、 12

歳以下の子ども を 持つ親の半分近く が、 時短により 子ども と 過ごす時間が増え（ 林・ 遠藤 

2002）、 32％の男性、 38％の女性が、 時短後、 家庭生活と 職業生活の両立が容易になっ たと

回答し ている。 また、 週 35 時間制によっ て、 働く 男性が家事や育児に参加する時間が増加

し たと いわれている。 フ ラ ンスにおいては、 小学校の送り 迎えが義務付けら れているが、週

35 時間制以前は、 小学校終了の午後４ 時台に子ども を 迎えに行く こ と はフ ルタ イ ムの男性

には不可能であっ たが、 週 35 時間制の導入により 、 男性が送り 迎えを行う こ と が可能と な

るなど、 家事の分担が進んだと いわれている（ 水野 2018a）。  

 なお、 フ ラ ンスでは、 企業協約・ 協定、 事業所協約・ 協定により 、 あるいは部門別協定 

によっ て年間時間外労働の上限規制があり 、法定労働時間を超えた場合は、割増賃金の支払

いが義務付けら れている。 割増賃金率は、 協定・ 協約によ っ て 10％以上で定めるこ と がで

き 11、 さ ら に法定労働時間を 一定以上超えた場合には、 代償休息が義務付けら れている。 こ

の代償休息は、 半日あるいは一日単位での休暇と し て消化さ れている（ 水野 2018a）。  

                                                   
11協定・ 協約を欠く 場合、年間時間外労働の上限は 220 時間であり 、割増賃金率は超過時間に応じ て 25％、50％と なる。  
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実際の時短は休日や有給休暇の増加で行われる こ と が多いこ と から 、 ホワイ ト カ ラ ー層

では、 金曜日の「 アポなし 、 会議なし 」 が定着し つつあると も 言われている。 生活面におい

ても 、週休（ ３ 連休）を利用し た短期旅行の増加やショ ッ ピ ングに費やせる時間が増大し（ 特

に、 当時、 フ ラ ンスでは日曜・ 祭日は原則と し て買い物が困難であっ たため一層効果が大き

かっ た）、家族と の時間の増加や生活のゆと り を 生み出し たと 考えら れる（ 林・ 遠藤 2002）。  

こ のよう に、 週 35 時間労働制は働き 方の多様化と 柔軟化を も たら し 、 フ ラ ンス企業で働

く 労働者たちの家庭と 仕事の両立をサポート し ている（ 西村 2016）。  

 

カ  職場における男女平等に関する制度 

男女の職業的平等の実現のため、使用者に対し ていく つかの原則が示さ れている。採用で

は、特定の仕事を除いて、性別や家族の状況に言及し て採用するこ と は禁止さ れているほか、

性別、 結婚状況、妊娠など選考基準を設けて採用を拒否するこ と も 禁止さ れている。 賃金に

ついては、同じ 仕事、同じ 価値の仕事に対し て男女に同一賃金を 支払う こ と や、訓練、昇進、

異動、休暇、懲戒処分または解雇と いっ た面で性別による差別を し てはなら ないなどと 定め

ら れている（ Travai l -empl oi . gouv. f r  2021）。  

加えて、 従業員が 11 人以上の会社には従業員代表機関である社会経済委員会を 設置する

こ と が義務付けら れている 12。 会社の規模に応じ た人数の委員が選挙によっ て選出さ れ、 会

社の労働条件に関するこ と などを 使用者と と も に話し 合う 。 委員の任期は最長４ 年であり 、

こ の委員会で男女平等に関するこ と も 話し 合われる（ Ser vi ce-Publ i c. f r  2021d）。  

法律で禁止さ れている差別的な理由で雇用の拒否、制裁、解雇などを し た場合や同一価値

労働同一賃金を保障する義務を尊重し ない場合には、使用者に対し て刑事罰、民事罰の両方

が科せら れる可能性がある（ Travai l -empl oi . gouv. f r  2021）。  

近年の動き と し ては、 2018 年９ 月５ 日法によっ て、 従業員数 250 人以上の企業では、 賃

金や昇進・ 昇給など５ 項目（ 従業員数 50 人以上 250 人未満の企業では４ 項目、 50 人未満の

企業は対象外） の指標から 算出さ れた「 男女平等指数」 を 公表する こ と が義務付けら れたこ

と がある 。  

男女平等指数は①賃金格差（ 40 点）、 ②昇給し た者の男女比率（ 20 点）、 ③昇進の男女比

率（ 15 点）、 ④出産・ 育児休暇から の復帰時の昇給の有無（ 15 点）、 ⑤報酬上位 10 位に占め

る女性の割合（ 10 点） の５ 項目の 100 点満点で点数化さ れる。 全体で 75 点未満の企業は、

３ 年以内に是正措置を 講じ なければなら ない。是正でき なければ、現金給与総額の最大１ ％

に相当する制裁金を科さ れる 可能性がある（ 独立行政法人 労働政策研究・ 研修機構 2019）。 

 

 

 

                                                   
12 フ ラ ンスでは、 2017 年の労働法改革で 2020 年１ 月１ 日までに企業委員会や衛生・ 安全・ 労働条件委員会の役割を社

会経済委員会に集約すると 決定さ れた。  
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（ ２ ） キャ リ アアッ プするための取組 

 

ア フ ラ ンスにおけるキャ リ ア形成 

フ ラ ン スでは学歴と 職種や賃金が密接にリ ンク する 学歴重視の社会と なっ ており 、 教育

水準がキャ リ ア形成と 賃金・ 労働条件に及ぼす影響が非常に大き い（ 経済産業省 2017）。 フ

ラ ンスの教育制度は前期中等教育（ 日本でいう 中学校教育） が修了し た時点で、 多く がリ セ

または職業リ セと 呼ばれる後期中等教育に進む。 リ セ及び職業リ セには入学試験はないが、

卒業時にバカ ロレ ア（ 中等教育修了と 高等教育入学資格を 併せて認定する国家資格） を 取得

する（ 文部科学省 2019）。 その後、 リ セを 卒業し た者は、 大半が一般的な大学か、 エリ ート

が集まる グラ ンゼコ ール（ 専門大学院） に進学する。 一般的な大学は、 バカ ロレア資格を取

得すれば、 原則的に、 自分の希望する 大学に進学でき るが、 大学１ 、 ２ 年の段階で選抜が行

われ、２ 割近く の学生が退学する。大学卒業後は、修士やド ク タ ーコ ースに進む学生が多い。

一方、グラ ンゼコ ールは徹底的な選抜を勝ち抜いたも ののみが入学でき 、就職時やその後の

キャ リ アにおいては、 グラ ンゼコ ールの卒業生が圧倒的に有利である（ 鈴木 2018）。 理系分

野（ 工業系、 数学、 物理学、 科学技術系） の資格が重宝さ れる傾向があり 、 文系の修士の学

位を 持つ学生よ り も 、 選抜的な数学の試験を 通過し た大学２ 年修了で取得でき る資格を 持

つ学生のほう が労働市場で優位になるこ と が珍し く ない（ 藤本 2017）。 また、 前期中等教育

修了後の 16～25 歳までの若年者を 対象と し 、 教育機関における職業教育と 企業における実

践的な職業訓練を 組み合わせて行い、職業資格の取得を 目指す見習い訓練制度も ある。同制

度では、 CAP13や BEP14のほか、 BTS（ 上級技術者免状） や職業バカ ロレアのよう な職業資格の

取得も 可能である。 また、 見習い訓練生（ appr ent i ） と し て、 フ ラ ンス政府認定の専門学校

である見習い訓練センタ ー（ cent r e de f or mat i on d' apprent i s： CFA） で、 訓練契約に定め

ら れた教育が提供さ れると 同時に、（ 一定額の賃金を 得て） 企業で専門的な実践活動に基づ

く 職業訓練を 受けるこ と ができ る（ 経済産業省 2017）。 就職後は、 転職を 繰り 返すこ と でキ

ャ リ アアッ プをするこ と が一般的である。  

 

イ  職業教育訓練 

 フ ラ ン スでは、 2013 年６ 月に成立し た雇用安定化法により 、 職業訓練の権利を管理する

職業訓練個人口座制度（ CPF） が導入さ れた（ 経済産業省 2017）。 職業訓練個人口座と は、 16

歳以上の国民すべてを 対象と する 職業人生を 通じ た労働者のキャ リ ア形成を 目的と するも

のであり 、 職業訓練権利を 管理する個人口座である 。 口座には、 職業訓練の費用15を １ 年間

当たり 500 ユーロ、 最大 5, 000 ユーロまで蓄積でき るこ と と なっ ており 、 職業訓練の費用

を 給与から 差し 引く こ と は禁止さ れている（ JETRO 2021b）。 労働者は在職中・ 求職中を 問わ

                                                   
13 調理や製菓、 工芸品など職人業に関する職が対象と なる資格。  
14 経理や秘書などの事務職が対象と なる資格。  
15 職業訓練個人口座は開始当初積み立てるこ と ができ る権利の単位を時間数と し ていたが、2019 年から 民間従業員等を

対象に単位をユーロ（ 金額） に移行し た（ 公務員は時間数のままである。）（ リ ク ルート ワーク ス研究所 2019）。  
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ず、公式ウェ ブサイ ト 上で個人的に口座を 管理し 、対象と なる職業訓練について検索でき る

ほか、就業時間外の職業訓練受講には使用者の了解を 得る必要がないなど、労働者が利用し

やすい制度になっ ている（ 経済産業省 2017）。 2018 年の CPF 利用率は男女で概ね同じ く ら

いである が、 職階が高い人ほど利用率が高い（ Bal mat  et  Cor r aza 2020）。 他にも 、 雇用労

働者の雇用維持・ 昇進及び能力向上を 目的と し て、 使用者が訓練計画を 策定し 、 職業訓練を

受ける職業訓練計画（ 能力向上プラ ン）、 使用者の意向に関係なく すべての労働者に自ら 選

択する 職業訓練を 受ける ための休暇取得を 認める 職業訓練個人休暇がある （ 経済産業省

2017）。  

 

ウ 女性管理職・ 女性役員の割合 

図２ －18、 図２ －19 に示すと おり 、 フ ラ ンスの女性管理職の割合は、 30％台前半、 フ ラ

ンスの女性役員比率の割合は 30％台後半から 40％台と 日本と 比べると 高い割合で推移し て

いる。  

フ ラ ンスでは、まず、政治分野においてパリ テ 16（ 男女同数、同等） の導入が行われたが、

2008 年の憲法改正により 、 基本原理と し て、「 選挙による任務及び職務並びに職業的及び社

会的な要職に対する女性及び男性の平等な参画は、法律により 促進さ れる」 と 規定さ れるこ

と と なり 、 経済分野においても パリ テを 強制するポジティ ブアク ショ ン の実施やク オータ

制の導入が可能と なっ た（ 内閣府 2015）。  

ポジティ ブアク ショ ンが可能と なっ た結果、 2008 年における管理職に占める女性の割合

は、 民間と 公務員の合計では、 38. 5％に達し たが（ 山極 2014）、 一方で、 2008 年における

フ ラ ンスの女性役員比率は 9. 3％で Ｅ Ｕ 28 か国の平均 10. 8％を下回っ ていた（ 大野 2020）。

こ う し た状況を変えるため、2011 年には、上場企業及び３ 会計年度連続し て、従業員 500 名

以上で 5, 000 万ユーロ以上の総売上高・ 資産の非上場企業、 一部の国有企業等を対象と す

る、 取締役の女性比率に係るク オータ 制が導入さ れた。 上場企業の取締役会は、 2014 年１

月１ 日までに取締役の女性比率を  20％以上、 2017 年までに 40％以上にするこ と と なり 、

また上記の非上場企業も 、2017 年１ 月１ 日以降上場企業と 同様に、取締役の女性比率を 40％

以上にするこ と と なっ た。こ のジェ ンダー基準を満たさ ない役員の任命は無効と なる。同法

が制定さ れた 2011 年末の時点では上場企業全体で女性比率は 22％と なり 、同法制定の影響

も あっ たためか、 2010 年末の比率（ 12％） と 比較し て、 10 ポイ ント も 上昇し ている（ 内閣

府 2015）。  

 

 

 

                                                   
16 フ ラ ンスでは、 ヨ ーロッ パ各国で導入が進めら れていた「 ク オータ 制」 が性による差別に当たると し て、 1982 年に違

憲判決を受けた。 そこ で、 情報収集、 分析、 国レベル・ 国際レベルで女性の状況調査等を行う 首相直下の委員会を立

ち上げ、なぜ女性を登用するのか等の原理が議論さ れた。その結果、1999 年の憲法改正によっ て、「 パリ テ（ par i t é）  」

の条項が憲法にて定めら れ、 選挙における男女平等政策の導入が可能と なっ た（ 内閣府 2015）。  



92 

図２ －18 管理的職業従事者※に占める女性の割合の推移（ 2015～2019 年）  

 

※総務省「 労働力調査」 では、「 管理的職業従事者」 と は、 就業者のう ち、 会社役員、 企業の課長相当職以上、 管理的公

務員等。 また、「 管理的職業従事者」 の定義は国によっ て異なる。  

（ 出典） 総務省統計局「 労働力調査（ 長期時系列）」 及び I LOSTAT Databace に基づきかなテラ スが作成。  

図２ －19 MSCI  ACWI  I ndex 17構成企業（ 2, 765 社） における国別の女性役員比率の推移 

（ 2016～2019 年）  

 

                                                   
17 米 MSCI 社が算出・ 公表する、 世界の株式を対象と し た株価指数をいう 。   
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２  企業等の取組 

 

フ ラ ンスでは、使用者と 被雇用者の間で取り 決めら れた協定に基づいて、賃金や労働時間、

男女の職業上の平等、 雇用など様々な労働環境の向上が目指さ れる。 実際に、 1998年に第１

次オブリ 法によっ て週35時間労働制が取り 入れら れた際には、同時に、労働時間の柔軟化に

関する協定が非常に多く 交渉、締結さ れ、労働時間の柔軟化に関する様々な制度が導入さ れ

た（ 細川 2015）。 フ ラ ンスでは、 年次有給休暇が年間で５ 週間と 定めら れており 、 有給休暇

の法定取得期間（ ５ 月１ 日から 10月31日） に４ 週間を 消化し 、 そのう ち２ 週間は連続し て取

得さ せなければなら ず18（ JETRO 2021c）、 一定期間にまと まっ た休暇を 取る働き 方が一般的

と なっ ている。   

また、 2013年には、「 労働生活の質（ QWL： Qual i t y of  Wor ki ng Li f e） と 職業上の平等の

向上」 に関する業界間全国労使合意19が調印さ れ、 2017年には、 テレ ワーク で働く こ と が労

働者の権利と し て位置付けら れる（ リ ク ルート ワーク ス研究所 2018b） など、 各企業におい

て、 働き やすい環境づく り が進めら れている。 本項では、 女性が働き やすい環境整備に関す

るフ ラ ン ス企業の取組事例を 紹介する。  

 

（ １ ） ロ レアル（ L' ORÉAL） の事例20 

1909年設立。 フ ラ ンス・ パリ に本社を 置く 世界最大の化粧品会社であり 、 従業員数は158 

か国78, 600人、 フ ラ ン ス国内では12, 255人。 32のブラ ン ド を 世界130か国で展開し ている。  

特別な休暇制度 

出産後には、 法定出産前後休暇（ 16週間） 後に４ 週間の追加休暇を 取得でき る 「 C o n g 

é S c h u e l  l  e r （ シュ エレール休暇）」 と いう 制度がある。「 シュ エレ ール」 と は、 創

業者の名に由来する。 休暇中の補償は100％L' ORÉAL が負担し 、 有給休暇と 同様に、 分割し

て使う こ と も 可能である。 また、 子ども たちの学校が休みである 水曜日に合わせて、 12歳以

下の子ども を 持つ父親・ 母親が毎月最高で４ 回、 水曜日を 欠勤するこ と が可能な「 父親・ 母

親水曜日休暇制度」 も ある。  

企業託児所 

 2006年、 L' ORÉALは社屋のあるパリ 近郊ク リ シーに所在する他の企業と 共同で複数企業共

同の託児所を 開設し た。 民間託児会社の「 Babi l ou」 と 共同運営し 、 臨時の利用に備えて託

児所のベッ ド 数に余裕を持たせているのも 特徴である。  

 

                                                   
18 フ ラ ンスでは、 20 世紀に入ると 、 富裕層のみであっ た夏の長期休暇の慣習が、 次第に中流階級の上層まで拡がっ てい

き 、 1936 年の年休の法制化を契機に、 長期休暇は労働者の労働条件の一部と なっ た（ 鈴木 2012）。 こ のよう な長期休

暇によっ て、 フ ラ ンス人の生活は健康面から も 精神面から も 豊かになっ ていると 考えら れる。 また、 病欠期間を有給

休暇にあてるこ と は禁止さ れている( JETRO 2021c）。  
19 労使に何ら かの義務を課すも のではなく 、 業界ごと あるいは企業ごと の労使間交渉を通じ て具体的措置の導入を目指

すも のではあるも のの、「 ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンス」 や「 男女平等」 の重要性にも 明確に言及し ている。  
20 以下を参照。 リ ク ルート ワーク ス研究所， 2018a，「 Wor ks Repor t 2018――フ レキシブル・ ワーク 欧米８ カ 国の働き 方改

革（ 政策・ 事例） フ ラ ンス編」 .  
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児童セン タ ー「 Fi l api 」、 イ ント ラ ネッ ト サイ ト 「 Ki ds」  

 2011年には民間の児童セン タ ー「 Fi l api 」 と 提携し て、 ３ ～10歳の児童受け入れを 委託し

ている。「 Fi l api 」 は子ども を 主体にし た教育プログラ ム作り に定評があり 、 開園時間の柔

軟さ 、 オフ ィ スから 目と 鼻の先と いう 立地条件などが評価さ れている。 また、 イ ント ラ ネッ

ト サイ ト 「 Ki ds」 には 、 L' ORÉAL社員が保育母・ ベビーシッ タ ーなどについて情報交換でき

るプラ ッ ト フ ォ ームがある。  

 

（ ２ ） オラ ンジュ （ Or ange） の事例21 

フ ラ ンスの主要な電気通信事業者の一つ。 も と も と は、国営の独占企業であっ たが、 現在

は民営化し 2020年９ 月には、 従業員は143, 000人で、 そのう ち83, 000人がフ ラ ンスで働いて

いる。過去には、民営化の影響等による過酷な労働環境ゆえに2008年～2009年に従業員が35

人自殺する事件も あっ たが、 その後の改革により 、「 雇用における 男女の均等な機会と 待遇

に関する ラ ンキング」 で一位を受賞するなど企業の組織改革分野での成功例と さ れている。 

テレ ワーク 環境の整備 

Or angeでは、 現在、「 週２ 回は出社する」 と いう ルールのも と 、 7, 000人が定期的にテレワ

ーク を行っ ており 、 また必要に応じ てテレ ワーク を 行っ ている社員も 5, 000人に上る。 テレ

ワーク でも 快適に仕事ができ るよ う 、 テレ ワーク 時に発生する 手続き を 一つのイ ン タ ーフ

ェ ース上にまと め、イ ント ラ ネッ ト 上で申請や承認ができ るよう にし 、誰がいつどこ でテレ

ワーク を 行っ ているかなどの情報を共有でき るシステムを 開発、 構築し た。 加えて、 テレワ

ーク の普及によ っ て使わなく なっ たオフ ィ スを 閉鎖し 、 複数のオフ ィ スを 統合する こ と で

コ スト を 削減し 、 その代わり に、 テレ ワーク を する社員に対し て「 テレ ワーク 特別手当」 と

し て、 年間100ユーロを還元し た。 一方で、 自宅でテレ ワーク を するこ と が難し い社員に対

し ても 、自治体、Regus（ 企業向けのフ ァ シリ ティ マネジメ ント 会社）、CDC（ 預金供託金庫）

と 協力し て「 St op＆Wor k」 と いう テレ ワーク 向けのコ ワーキングスペースの提供を始めてい

る。  

そし て、テレワーク ができ るシステムを整える だけでなく 、テレ ワーク で働く 時に必要な

「 リ モート ・ マネジメ ント 」 にも 力を いれている。日ごろ から テレ ワーク を行う 社員から ア

ド バイ スやレ ク チャ ーを受けるこ と ができ る社員限定SNS「 Pl azza」 の設置や管理職レベル

では、様々な業種から 選ばれた30人のマネージャ ーがテレ ワーク 推進チームを 結成し 、部下

にテレワーカ ーを 持つマネージャ ーの育成などに取り 組んでいる。特徴的な取組は、主にマ

                                                   
21 以下を参照。 Orange, 2021a，“ Hel l o Women,  l a t echni que au f émi ni n, ” Or ange Jobs,  ( Ret r i eved Jul y 13, 2021，

ht tps: //or ange. j obs/si t e/f r -st or i es/Hel l o-Women. htm) 、 Or ange, 2021b, “ Gender  equal i t y i n t echni cal  r ol es:

 Or ange commi t s, ” ( Ret r i eved Jul y 13, 2021,  ht t ps: //www. or ange. com/en/newsroom/news/2021/gender -equal i t y-

t echni cal -r ol es-or ange-commi t s) 、 Or ange, 2021c, “ Appel  à pr oj et s : Hel l o Women, ” ( Ret r i eved Oct ober  23, 202

1,  ht t ps: //or ange. j obs/medi a/f r -st or i es/UPL1774421392764165105_ Brochur e_ Hel l o_ women_ 13102020. pdf ) 、 リ ク

ルート ワーク ス研究所， 2018a，「 Wor ks Repor t 2018――フ レキシブル・ ワーク 欧米８ カ 国の働き方改革（ 政策・ 事例）

フ ラ ンス編」 及びリ ク ルート ワーク ス研究所， 2018b，「 Works Repor t 2018――動き 始めたフ ラ ンスの働き 方改革 テレ

ワーク ＆リ モート ワーク 」 .  

https://orange.jobs/site/fr-stories/Hello-Women.htm
https://www.orange.com/en/newsroom/news/2021/gender-equality-
https://orange.jobs/media/fr-stories/UPL1774421392764165105_Brochure_Hello_women_13102020.pdf
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ネージャ ーに対し て行う 、 視覚・ 認識体験の研修がある。 こ の研修では、 直接対話し て得ら

れる情報と 、イ ヤホンを通し て得ら れる情報と の間では、各個人の間に理解のレベルの違い

があるこ と を 学び、 テレ ワーカ ーを 含め関係者同士がより 強い信頼関係を 構築する には相

互理解が必要であるこ と を 学ぶこ と ができ る。  

「 Hel l o Women」 プログラ ム 

技術やデジタ ルの専門分野における女性の活躍を進めるため2020年から 開始さ れ、「 女の

子や女子学生に技術職に関する意識啓発を する」「 技術職に就く 可能性のある 女性を より 多

く 見つけ出し 、魅力を伝え採用する」「 より 多く の女性が技術職で学びなおせるよう にする」

「 より 多く の女性が技術分野で働き 続けら れるよう にする」 と いっ た四つの観点から 、こ の

プロジェ ク ト は進めら れている。具体的には、女子学生に向けた様々な技術職の情報の提供、

転職活動中の女性を対象と し たト レーニングコ ースの展開、 ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス施策

の実施など、 様々な取組を 行っ ている。 今後は、 フ ラ ンス以外でも こ の取組を 進めていく 予

定である 。   

 

（ ３ ） Ｓ Ｎ Ｃ Ｆ の事例22 

フ ラ ンスの国鉄。 グループ全体を 統括するSNCF、 鉄道の運行を 担当するSNCFモビリ テ、鉄

道イ ンフ ラ 運営のSNCFレゾーの３ 公社（ EPI C） から なる。 また、 その傘下に都市輸送子会社

ケオリ スなどがある。 世界120か国で事業を展開し 、 総従業員数は24万人を超える。 性差別

を なく すために、 管理職向けの啓発ワーク ショ ッ プやセク ハラ に対する ポスタ ーキャ ンペ

ーンなどを実施し ている。  

男女平等のための独自のネッ ト ワーク 「 SNCF Mi xi t ē」 を 構築 

SNCFグループ内の多様性を 促進するため、「 SNCF Mi xi t ē」 と いう 独自のネッ ト ワーク があ

る。SNCF社員であれば性別にかかわら ず会員になるこ と ができ 、10, 500人のメ ンバーのう ち

20％が男性である。会員はイ ベント に参加でき るほか、メ ンタ リ ングセッ ショ ンを 受けるこ

と も でき る。SNCFの公式HPでは、社内で活躍する女性社員のイ ンタ ビュ ーや女性活躍に関連

するニュ ースなどをみるこ と ができ る。  

  

                                                   
22 以下を参照。 リ ク ルート ワーク ス研究所， 2018a，「 Wor ks Repor t 2018――フ レキシブル・ ワーク 欧米８ カ 国の働き 方改

革（ 政策・ 事例） フ ラ ンス編」、 リ ク ルート ワーク ス研究所， 2018b，「 Works Repor t2018――動き 始めたフ ラ ンスの働き

方 改革  テ レ ワ ー ク ＆リ モ ー ト ワ ー ク 」、 SNCF, 2021a, “ QUI  SOMMES-NOUS ?, ” ( Ret r i eved Oct ober  27, 2021,  

ht t ps: //www. sncf mi xi t e. com/qui -sommes-nous/) 及 び SNCF, 2021b, “ OFFRES & CONSEI LS, ” ( Ret r i eved Oct ober  

27, 2021,  ht t ps: //www. sncf mi xi t e. com/of f r es-consei l s/) .  

https://www.sncfmixite.com/qui-sommes-nous/
https://www.sncfmixite.com/offres-conseils/
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